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子ども・子育て支援対策調査特別委員会  報告資料 

令和８年３月１６日 

件   名 令和８年４月保育施設（認可保育所・認定こども園等）利用申込状況 

所管部課名 子ども家庭部保育・入園課 

内   容 

１ 利用申込受付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）【Ｂ】：１０月～１月入所希望受付分のうち、待機のため令和８年４月の

審査に継続するもの 

【Ｃ】：小規模保育、保育ママの卒園児を対象とした先行申込 

 

２ クラス年齢別申込数・一次不承諾者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ クラス年齢人口…住民基本台帳による令和７年１２月１日現在 

  

（単位：人） 

（単位：人） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

クラス年齢人口（Ａ）※ 2,767 3,998 4,079 4,235 4,221 4,347 23,647

申込数（Ｂ） 1,019 1,710 475 479 65 36 3,784

第一次不承諾者数（Ｃ） 122 650 152 74 12 9 1,019

割合（Ｃ÷Ｂ） 12.0% 38.0% 32.0% 15.4% 18.5% 25.0% 26.9%

クラス年齢人口(Ｄ)※ 2,836 4,263 4,042 4,089 4,196 4,255 23,681

申込数（Ｅ） 1,222 1,990 538 492 67 36 4,345

第一次不承諾者数（Ｆ） 168 803 140 66 24 6 1,207

割合（Ｆ÷Ｅ） 13.7% 40.4% 26.0% 13.4% 35.8% 16.7% 27.8%

クラス年齢人口(Ｄ－Ａ)※ +69 +265 ▲37 ▲146 ▲25 ▲92 +34

申込数（Ｅ－Ｂ） +203 +280 +63 +13 +2 0 +561

第一次不承諾者数（Ｆ－Ｃ） +46 +153 ▲12 ▲8 +12 ▲3 +188

割合（Ｆ÷Ｅ－Ｃ÷Ｂ） +1.7% +2.4% ▲6.0% ▲2.0% +17.3% ▲8.3% +0.9%

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

増
減

令和7年 令和8年

４月入所 ４月入所

3,766 3,870 104 +2.8%

2,598 2,868 270 +10.4%

オンライン申請 1,965 2,269 304 +15.5%

区役所窓口 532 567 35 +6.6%

郵送 20 3 ▲17 ▲85.0%

区外からの申請 81 29 ▲52 ▲64.2%

1,057 1,343 286 +27.1%

129 134 5 +3.9%

3,784 4,345 561 +14.8%

増減 前年比

募集人数

利用申込(受付期間中)【Ａ】

審査継続分【Ｂ】

先行利用調整申込【Ｃ】

利用申込合計【Ａ＋Ｂ＋Ｃ】

内
　
訳

　　　　　　　　　　　年月
申込状況
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３ 利用調整後の空き状況（募集人数） 

（１）クラス年齢別                （単位：人） 

 

 

 

 

 

（２）施設別                  （単位：人） 

 

 

 

 

 

４ 今後の方針 

（１）待機児童数については、令和８年２定の子ども・子育て支援対策

調査特別委員会にて報告する。 

（２）令和９年度入所申請に向け、「第一次不承諾減少に向けた取り組

み方針」に基づき、第一次不承諾の減少に取り組んでいく。 

 

【参考】「第一次不承諾減少に向けた取り組み方針」に基づく対応方針 

（１）「地域型保育」の利用促進 

ア 地域型保育の卒園児に対する利用調整指数を 8点に倍増 

イ PR動画やチラシによる周知 

（２）マッチングの強化 

ア 入所希望園数の拡充促進 

イ 足立区公式 LINEの「保育施設検索」や国の「ここ de サーチ」等の活

用を促進し、施設を見つけやすくする。 

（３）募集枠の早期確保と受入れ能力の拡充 

ア 退園予定者の早期把握 

イ 保育ママの開所時間延長 

ウ 認定こども園化の推進 

（４）育児休業延長希望者の把握 

 

 

 

令和７年度 310 203 132 193 277 279 1,394

令和８年度 184 103 148 238 279 280 1,232

増減 ▲126 ▲100 +16 +45 +2 +1 ▲162

合計
　　　　年齢
年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

令和7年度 1,106 95 114 79 1,394

令和8年度 1,010 64 85 73 1,232

増減 ▲96 ▲31 ▲29 ▲6 ▲162

合計
　　　　施設
年月

認可
保育所

認定
こども園

小規模
保育

家庭的
保育

3



 
 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 対 策 調 査 特 別 委 員 会 報 告 

令和８年３月１６日 

件   名 足立区におけるこども誰でも通園制度の実施内容について 

所管部課名 
子ども家庭部 保育・入園課 

子ども政策課、私立保育園課、幼稚園・地域保育課 

内   容 

足立区におけるこども誰でも通園制度の実施内容及び事業者補助等

について、以下のとおり報告する。 

１ 【利用者向け】運用内容 

 区の運用 

対象児童 ０歳６カ月～満３歳到達後の年度末まで 

利用可能時間 
月１０時間まで 

※ 幼稚園及び私立認定こども園の２歳児を除く。 

利用料 無料（おやつ代や給食費等を含む。） 

実施事業所数 

計：６２施設 

区  立  ：１４園 ／ 私立認可：   ３園 

小 規 模  ： ８園 ／ 保育ママ： １事業者 

幼 稚 園  ：３３園 ／ 認定こども園： ３園 

 

２ 【事業者向け】運営費等の補助内容 

（１）運営費 

＜補助のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）開設準備等経費（負担割合：都１０／１０） 

事業実施に必要な改修費、備品購入経費等について、補助基準

額を設け、実費と比較し、少ない方の額を補助 

＜補助基準額：１施設当たり年額４,０００千円＞ 

事
業
者
経
費
（
人
件
費
・
光
熱
水
費
等
） 

ア 公定価格 

負担割合 

国 3/4,都 1/8 

区 1/8 

 

基
本
分 

0 歳児：1,700円／1,2 歳児：1,400円 

（子ども一人 1時間当たり） 

 

主
な
加
算 

初回対応加算 
0 歳児:1,700円/回 1,2歳児:1,400 円/回 

保護者支援面談加算:1,400円/回 

障がい児、又は要支援家庭の加算 

600円（子ども一人 1時間当たり） 

イ 運営費補助 

負担割合 

都 10/10 

 

年間実施日数に応じた補助基準額※を設け、実

費と比較し少ない方の額を補助 

 

※ 補助基準額 

① 104日以下    ：上限  8,328千円 

② 105日以上 208日 ：上限 12,758千円 

③ 209日以上    ：上限 14,776千円 
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３ 今後の予定 

時期 予定 

３月２５日 地域保健福祉推進協議会で認可・確認のための意見聴取 

３月２６日 区ホームページで実施施設を公開 

４月～ 制度開始 

４月 中旬 
子ども・子育て支援対策調査特別委員会で認可・確認を行

った施設を報告 

 

なお、チラシ配布、ポスター掲示は２月末から、利用認定の受け

付けは３月２日から開始している。 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

令和８年３月１６日 

件   名 
医療的ケア児のための居宅訪問型保育事業の利用定員の確認に 

ついて 

所管部課名 子ども家庭部幼稚園・地域保育課 

内   容 

子ども・子育て支援法に基づき、利用定員の確認を行った。 

 

１ 確認の手続きについて 

（１）実施理由 

令和８年４月より、疾病や障がい等で医療的ケアが必要なため

集団保育が困難な未就学児を対象に、ベビーシッターに類似した

形態で個別の居宅にて保育を実施する。ついては、当該事業者が

国の運営基準を満たし、公費給付の対象事業者とするため、確認

の手続を行った。 

 

（２）運営基準 

区が審査した結果、国が定める運営基準に適合していることを

確認した。 

事業者名 特定非営利活動法人フローレンス 

所在地 
千代田区神田神保町１－１４－１ 

ＫＤＫ神保町ビル４階 

認可年月日 平成２７年４月１日 

定 員 １名（保育者１名につき乳幼児１名） 

職員配置 

事業管理責任者１名、保育管理者１名、 

保育者２名以上（常勤２名以上）、看護

師、事務職員 

財務状況 良好（※） 

 ※ 活動計算書、活動予算書等により、事業を行うために 

必要な経済的基礎があることを確認した。 

 

２ 利用定員の確認について 

職員配置や財務状況等に問題がないため、申請のとおり利用定員

を確認した。 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料

令和８年３月１６日

件   名 令和８年度学童保育室の入室申請受付状況等について

所管部課名 子ども家庭部学童保育課

内   容

１ 令和８年度学童保育室の入室申請受付について

（１）申請件数

一斉申請受付期間 令和７年１１月 ４日（火）～１１月２５日（火）

希望室変更期限  令和７年１２月２６日（金）まで

                         

年 度 学童保育施設数 受入可能数 申請者数

令和７年度 114 5,751 6,120

令和８年度 123 6,033 6,202

増減 9 282 82

※ 受入可能数増の主な理由は、民設学童保育室新規開設７施設及

び校内学童保育室２施設開設のため。

（２）受付方法別件数

年 度
窓口受付 オンライン申請

合計
人数 率 人数 率

令和７年度 4,327人 70.7% 1,793人 29.3% 6,120人

令和８年度 4,148人 66.9% 2,054人 33.1% 6,202人

増減 △179人 △3.8％ 261人 3.8％ 82人

２ 医療的ケア児童の受け入れについて

令和７年度に就学前施設及び小学校で医療的ケアをうけている１５人

のうち、希望者の２人を学童保育室で受け入れる。

令和９年度以降の受け入れについては、医療的ケア児の保護者の意向を

確認した上で、支援管理課と連携しながら調整を行う。

医療的ケア対象児童 ２名（小１・小３）

医療的ケアの内容 血糖値測定・インスリン投与

医療的ケアの実施方法 ケアの実施時に、訪問看護師を派遣
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３ 直営学童保育室における特別延長保育の開始について

区直営の以下の学童保育室において、令和８年４月から特別延長保育を

実施する。

（１）みどり学童保育室 （興本小学校内）

（２）花畑第一学童保育室（花畑第一小学校内）

（３）渕江第一学童保育室（渕江第一小学校内）

（４）ゆずりは学童保育室（西保木間小学校内）

＜特別延長保育内容＞

項目 対象日 時間

通常保育日 平日の放課後

①通常保育時間

学校終了から１８時まで

②特別延長保育時間

18時から 19時まで

一日保育日

①長期休業期間

（春休み、夏休み等）
①通常保育時間

８時３０分から１８時まで

②特別延長保育時間

８時から８時 30分まで

18時から 19時まで

②土曜日

③その他学校閉校日

（開校記念日、行事振替日）

休室日

①日曜日・祝日

②年末・年始

12月 29日～1月 3日まで

４ 今後の方針

（１）学童保育室の整備にあたっては、学童保育室の需要が多い地域内の小

学校内での拡大を目指すほか、民設学童保育室の誘致を行うとともに、

放課後子ども教室との一体的運用の拡大など、放課後の居場所を総合的

に確保していく。

（２）医療的ケア児童の受け入れや特別延長の開始については、保護者及び

事業者の意向を確認しながら、拡大を進めていく。
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